
 

１．件名：新規制基準適合性審査への対応について(美浜保安規定（新規制基準対応）)、

(高浜保安規定（新規制基準対応）) 

２．日時：令和元年１１月７日 １４時５５分～１５時０５分 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ｂ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

渡邉安全規制調整官、岡本主任安全審査官、小林主任安全審査官、中原主任安全審

査官、沼田主任安全審査官、御器谷主任安全審査官、穗藤安全審査官、鈴木審査チ

ーム員 

 

関西電力株式会社： 

原子力事業本部 原子力安全部門 原子力安全部長、他１５名 

 

５．要旨 

（１）関西電力株式会社から、本日の審査会合（第７９４回 公開会合）において議論さ

れた事項について確認があった。原子力規制庁は、本日の審査会合における以下の

議論を踏まえた説明資料の作成を依頼するとともに、引き続き確認を行うこととし

た。 

 

○ 美浜３等においてＳＡ設備の使用開始にあたり実施すべき教育及び訓練の内容に

ついて整理して説明すること。 

○ 美浜特有の運用として海水ポンプモータの除塵フィルタの取外しを実施するが、

閉塞等の悪影響がないとした根拠について詳細に説明すること。 

○ 全交流動力電源喪失に伴い、蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプによる蒸気発生器

への注水が開始されるまでの間、一時的に注水が停止するが、継続的な炉心冷却

が可能との解析評価について、解析条件の妥当性や不確かさ評価の内容を含め、

詳細を説明すること。 

 

（３）関西電力株式会社から、本日の議論を踏まえた説明資料の作成等について、了解し 

た旨、回答があった。 

 

６．その他 

提出資料なし 

以上 
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